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u核鑑識技術確立に向けての課題、原子力機
構の対応
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l核鑑識に関する国際技術ワーキンググループ（ITWG）
lIAEAの取り組み
l核テロに対抗するグローバルイニシアティブ（GICNT）
l米国、EUの取り組み
l核物質管理学会（INMM）における発表
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背景
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「核兵器のない世界」に向けた
日米共同ステートメント

2009年11月13日日米首脳会談における「核兵器のない
世界」に向けた日米共同ステートメント

核不拡散／原子力の平和的利用

日本国政府及び米国政府は、核不拡散、
保障措置及び核セキュリティに関する協
力を拡大する。この協力には、核物質の
測定及び検知に関する技術、核鑑識、人
材育成、原子力エネルギーに関心を有す
る国々に対する訓練及び基盤整備支援、
並びにＩＡＥＡ保障措置に対するそれぞれ
の加盟国サポート・プログラムの調整等の
分野を含み得る。
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コミュニケ
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9．核に関する不正取引の事例を効
果的に予防し及びこれに対応する
ために国家間で協力する必要性を
認識する。核に関する検知及び鑑
識、法執行並びに新技術の開発等
の関連する分野における情報及び
専門知識を、自国の国内法及び手
続に従い、二国間及び多国間のメ
カニズムを通じて共有することに合
意する。

核セキュリティサミットにおける声明
（2010年4月12-13日、ワシントンDC）



ナショナル・ステートメント
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（ロ） 核物質の測定、検知及び核鑑識に係る技術の開発

核物質の測定、検知等は、原子力及び科学技術先進国である我
が国が貢献すべき分野である。上述の日米首脳共同ステートメント
に基づき、我が国は、この分野における日米協力を強化することと
している。今般、両国当局間において、核物質計量管理の高度化に
資する測定技術や不正に取引及びテロ等で使用された核物質の起
源（国・施設）の特定に資する核検知・核鑑識技術の開発の実施に
関し、合意が得られたが、今後、3年後を目途により正確で厳格な核
物質の検知・鑑識技術を確立し、これを国際社会と共有することに
より、国際社会に対して一層貢献していく所存である。

核セキュリティサミットにおける声明
（2010年4月12-13日、ワシントンDC）



核鑑識とは

核鑑識とは、捜査当局によって押収、採取された核
物質及び放射性物質について、核物質、放射性物質
及び関連する物質の組成、物理・化学的形態等を分
析し、その物品の出所、履歴、輸送経路、目的等を分
析・解析する技術的手段。
核鑑識活動には、対象物質のサンプリング、採取し
たサンプルの分析、分析結果とデータベースや数値シ
ミュレーションとの比較による解析といった活動が含ま
れる。
核鑑識活動の対象として、不正取引として押収され
た核物質等（pre detonation）や、核や放射性物質を
伴う破壊行為の残骸から採取された核物質等(post 
detonation)が想定されている。 7



核鑑識分析の流れ

“Nuclear Forensics' role in analyzing nuclear trafficking activities”, Institute 
for Transuranium Elements (ITU), Karlsruhe, Germany, 2006 8



核鑑識分析例（１）
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不純物分析
粒子の形状、大きさ

同位体組成



核鑑識分析例（２）
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エージデタミネーション
陰イオンの比

Age of Several Uranium Oxide Samples

Year Uranium Purified
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核鑑識技術確立に向けての課題
・原子力機構の対応
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核鑑識技術確立に向けての課題

u 国内法執行体制の整備、国内法の整備
u 核鑑識活動実施計画の作成
u 核鑑識分析、解析における参照情報（データ
ベース）の整備

u 核鑑識ラボラトリの設置、分析体制、分析機
器の整備、分析人材育成

u 核鑑識分析技術の確立、高度化
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原子力機構が貢献可能な分野

u 核鑑識に関する情報収集、政府支援
u 核鑑識分析、解析におけるデータベースの整備
u 核鑑識ラボラトリとしての機能、核鑑識解析
u 核鑑識分析技術の確立、高度化
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当面の対応

核鑑識に関する情報収集への着手

技術開発の芽だし

u GICNTワークショップ（6/７～８、エルサレム）、ITWG-15会合（6/28～7/1、
英国オックスフォード）へのオブザーバー参加

u 核鑑識に関する技術情報を共有と今後の計画策定を目的とした、「核鑑識
ワークショップ」の開催（10月5～6日、東海リコッティで開催）

u 粒子中のプルトニウム・エージ・
デタミネーション技術の開発

u 粒子形状の観察、ウラン・エージ
・デタミネーション技術開発、米国
との協力の検討

u 核燃料サイクル施設における核物質・放射性物質の特性（同位体組成、不
純物等）データの収集

データベースに関する調査
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中長期的な対応（案）

u 核鑑識技術に関する国内拠点化
u 核鑑識にかかる国内・国際データベースの整備
u 人材育成、技術の維持・高度化
u 国内研究機関、大学等との連携
u 国際社会との成果の共有、ネットワーク化
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2010 2011 2012 2013

政府間会合

専門家会合

体制整備、予算、
人員の確保

情報収集、技術開
発芽だし

予算 2010年度

0.7億円の一部

核セキュリティー
サミット(4月）

GICNT, ITWG
（6月）

核鑑識ワーク
ショップ(10月）

研究テーマ選定、データベース調査

核鑑識研究所、データベース運用

核鑑識研究、データベース・核鑑識研究所整備

対応スケジュール・予算

ITWG ITWG ITWG

2011, 2012, 2013年度（受託業務として実施？）

16



核鑑識ワークショップ

1. 目的
2010年4月に開催された核セキュリティサミットのコミュニケ及び
日本政府による核鑑識技術の確立に関する声明を受けて、核鑑
識に関する共通認識を深め、技術開発、国際協力に向けての達
成目標、活動スケジュールを含むロードマップを作成する。
2. 日時・場所
平成22年10月5日(火)、6日(水)
（10/6午後施設見学)
リコッティ（東海）
３．規模

40～60名（うち国外参加者
15名程度）
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核鑑識ワークショップAgenda
(1)10月5日(火)

9:00  歓迎あいさつ・冒頭あいさつ
9:30 核鑑識の現状と課題 （原子力機構、米国エネルギー省）

10:30-11:00 休憩
11:00 核鑑識の現状と課題 （GICNT、ITWG、IAEA）
12:30-13:30 昼食
13:30 プレゼンテーション-核鑑識技術-
15:35-16:00 休憩
16:00 プレゼンテーション-核鑑識データベース/データ評価/国際協力-
18:00 レセプション
(2) 10月6日(水)
9:00 パネルディスカッション1（技術開発、評価手法）

10:30-11:00 休憩
11:00 パネルディスカッション2（データベース）
12:15 総括及び閉会のあいさつ
12:30 昼食
14:00-17:00 CLEAR等施設見学
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参考
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核鑑識に関する国際技術
ワーキンググループ

（ITWG）
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ITWGの設立
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物質の違法移転に関わる国際技術ワーキンググループ（ITWG : Nuclear 
Smuggling International Technical Working Group)は、冷戦後の核物質の違法
移転に対処するために、G8核不拡散専門家グループ(NPEG)の後援を受けて、
1996年に核鑑識技術の開発、共通の手法や技術を提供するために設立された
ワーキンググループ。

会議の名称は、核
鑑識に関する国際
技術ワーキング
ループ（Nuclear 
Forensics 
International 
Technical Working 
Group）に変更。



ITWG-15会合
ITWG-15会合が、6/28（月）～7/1（木）、英国オックスフォードの聖カトリナ大にお
いて開催された。ITWG-0から数えて16回目の会合で、英国核兵器機構（AWE）
がホスト。
参加者は、64名。米、英、仏、独、カナダ、日本、オランダ、オーストラリア、ハン
ガリー、フィンランド、スウェーデン、韓国、パキスタン、イスラエル、ウクライナ、カ
ザフスタン、グルジア、アルメニア、タジキスタン、ブラジル、コンゴといった国とEU、
IAEA、国際刑事警察機構（Interpol）が参加。うち、日、韓国、コンゴが初参加。
今回の会合は、EU超ウラン元素研究所（ITU）メイヤー氏、米国FBIギャレット氏、

AWEトンプソン氏が共同議長を務めた。コンゴ、旧ソ連諸国等の出席者の旅費、
英語・ロシア語通訳費用は米国が負担。
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これまでの成果
l核鑑識モデル行動計画の作成→IAEA核セキュリティーシリーズ

No.２「核鑑識サポート」に反映
lラウンドロビン・エクササイズの実施（10カ国が参加）

現在実施中のタスク
l ITWGに以下の5つのタスクグループを設置し、各タスクの国際
協力プログラムを実施
Communication & Outreach 核鑑識分野の教育・普及
Evidence Collection 演習
Exercises ラウンドロビン・エクササイズ
Guidelines ガイドライン作成
National Nuclear Forensics Libraries

データベース作成 23

ITWGの活動と成果



Puラウンドロビン・エクササイズにはEU、米、フランス、リトアニア、オーストリア、
ポーランドが参加。HEUのラウンドロビンでは、これらの国に加えて、カナダ、ド
イツ、英国、トルコの10カ国が参加。

24

ラウンドロビン・エクササイズ



国家核鑑識ライブラリ

不正取引が発見された際に、核物質等とテロリストを結びつける
ためには、核鑑識のデータベースが重要であり、そのため、国家核
鑑識ライブラリを国際的に展開するコンセプトに関する議論が行わ
れている。

ITWGの下で、国家核鑑識ライブラリのTerms of Referenceの作
成が行われている。
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IAEAの取り組み
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IAEAの取り組み –ITDB-

IAEAは、核物質およびその他の放射性物質の許可を
受けない使用、輸送および所有に関係する事例につい
て、各国から提供された情報を共有する「不法取引
データベース（Illicit Trafficking Database：ITDB）」を運
用している。

Sub-regional Meeting on Illicit Nuclear Trafficking Information Management 
and Coordination, Daejeon, Republic of Korea, 23 – 26 June 2009 27



IAEAの取り組み -TECDOC-
2001年9月の同時多発テロを受けて、核物質や放射性物質に対
する管理強化の要求が高まったのを受けて、核物質等の管理の
強化、国境における核物質等の検知に関する取り組みが強化さ
れた。

IAEAは、世界税関機構（World Customs Organization）、欧州
警察組織（Europol）およびInterpolと協力し、放射性物質の不注
意な移動および不法取引に関する3つの技術文書を発行した。

• 「放射性物質の不注意な移動および不法取引の防止」（IAEA-
TECDOC-1311、2002年9月）

• 「国境における放射性物質の発見」（IAEA-TECDOC-1312、
2002年9月）

• 「放射性物質の不注意な移動または不法取引を含む事件の対
応」（IAEA-TECDOC-1313、2002年9月）
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核セキュリティ
基本文書

核物質及び原子
力施設の物理的
防護に関する勧告
（INFCIRC/225/R

ev.5）

勧告 実施ガイド 技術指針

核セキュリティ文化 –No.7

核セキュリティ機微情報の
機密保持

設計基礎脅威の策定、使用及び
維持-No.10

核及び他の放射
性物質の規制に
係る勧告（検知と
対応に係る勧告）

放射性物質及び
関連施設のセキュ
リティに関する勧

告

核セキュリティ
基本文書

放射性物質の輸送中のセキュリティ
-No.9

妨害破壊行為に対する防護

放射線源のセキュリティ-No.11

国境モニタリング機器に係る技術的
及び機能的仕様 –No.1

内部脅威に対する防護 –No.8

放射性廃棄物のセキュリティ

放射線源及び機器の識別 –No.5

輸送中の核物質の物理的防護 核鑑識支援 –No.2

主要な公共イベント時の
核セキュリティ

核物質及びその他の放射性物質の
不正取引への対抗-No.6

港での放射性物質の検知と対応

国際郵便される放射性物質の
モニタリング –No.3

凡例

出版済

最終段階

レビュー中

IAEAの取り組み -核セキュリティ・シリー
ズ文書体系-

（注）一部の文書名称は現在検討中

核鑑識関
連文書
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核鑑識に関する技術指針

ITWG、米国エネルギー省の支援を受けて、ローレン
スリバーモア国立研究所、パシフィック・ノースウェスト
国立研究所によって作成された「核物質鑑識活動およ
び核的属性割り出しのためのモデル活動計画）」に基
づいて、IAEAが2006年作成。ITWG核鑑識研究所が
過去10年にわたって蓄積した経験を反映。
改訂版を作成中で、2010年末か2011年初めに出版
予定。



IAEAの取り組み -トレーニング-

IAEAは、「放射性物質
を伴う犯罪と核鑑識」に
関する5日間の包括的な
トレーニングプログラム
を作成し、2009年、シン
ガポール、インド、カナダ、
2010年、アルゼンチンで
実施。
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Day 1 • Welcome
• IAEA and Nuclear Security
• Radiation Fundamentals
• Threat Overview
• Traditional Forensics on Contaminated Evidence
• Radiation Instrumentation
• Processing a Radiological Crime Scene
• Table – Top Exercise

Day 2 • Overview of Nuclear Forensics Signatures
• Nuclear Forensic Case Studies (Part I)
• Radiological Evidence Sampling and Transport
• Table – Top Exercise

Day 3 • Nuclear Forensic Analysis
• Ionizing Radiation and Nuclear Forensic Evidence
• International Agreements for Nuclear Forensics
• Nuclear Forensic Case Studies (Part II)
• Table – Top Exercise

Day 4 • Nuclear Forensic Case Studies (National 
Experience)
• International Developments
• Table – Top Exercise

Day 5 • National Perspectives
• Table – Top Exercise Conclusion
• Course Evaluation and Conclusion



IAEAの取り組み -CRP-

2008年より、“Application of Nuclear Forensics in Illicit 
Trafficking of Nuclear and other Radioactive Material”に関する
以下の調整研究プロジェクト（CRP）を実施。

32

Member-State PI Title

Australia M. Colella Exploiting Critical Evidence Contaminated with Alpha-Emitting 
Radionuclides (A)

Brazil J. De Souza 
Sarkis

Establishment of Procedures and Techniques for Nuclear Forensic 
Investigations Part II – Workshop on Nuclear Forensics (C)

European Commission M. Wallenius Procedures and Techniques for Nuclear Forensic Investigations (A)

Germany H.R. Doerfel Identification, Localization, and Categorization of RDD (C)

Greece G. Nikolaou Determination of the Origin of Unknown Nuclear Material Through an 
Isotopic Fingerprinting Method (C)

Hungary L. Lakosi Development of Nuclear Forensics Methods and Techniques for 
Combating Illicit Trafficking of Nuclear and Other Radioactive Material (C)

Republic of Korea S.K. Kim The Development of IT-Based In-Situ Mobile Response Supporting 
System for Deterring Illicit Trafficking of Nuclear and Radioactive Materials 
(A)



核テロに対抗するグローバ
ルイニシアティブ（GICNT）

33



GICNTの概要
GICNTは、核テロの防止、検知、対応に関する能力を国際的に
強化することを目的とした国際パートナーシップで、現在、８１カ国
とIAEA、EU、Interpol及びUNODC（United Nation Office of 
Drugs and Crime）が参加している。

34

設立は２００６年７月で、
提唱国である米国とロシ
アが共同議長を務めてい
る。これまで、高級レベル
会合（プレナリー会合）を６
回開催しているのに加え、
GICNTのStatement of 
Principlesに関連する分
野の国際的ワークショップ、
演習を行っている。

GICNTのStatement of Principles



GICNTワークショップ
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6/7～8、エルサレムのクラウンプラザ・ホテルにおいて、「核鑑識
及び核・放射線テロに対抗する法的側面」ワークショップが、
GICNTとイスラエル政府（外務省及び原子力委員会）が共催する
形でが開催された。

参加者は、イスラエル国外は、オーストラリア、カナダ、クロアチ
ア、ドイツ、インド、日本、オランダ、ルーマニア、ロシア、スロバキ
ア、スペイン、スイス、英国、ウクライナ、米国、中国、フランス、イ
タリア、IAEA、UNODC、EUから５０名程度、イスラエル国内の参
加者が５０名程度、全体で１００名程度であった。特に、米国から
は、国務省、エネルギー省、ホームランドセキュリティー省、国防
省、FBI、ローレンスリバモア国立研究所といった核テロ対策に関
連する主な組織から２０名程度が参加。



米国とEUの対応
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米国の取り組み

米国においては、国防省、エネルギー省、ホームランドセキュリ
ティー省（DHS）、国務省、FBIが核鑑識に関連する省庁で、大統
領令に基づいて2007年にDHS内に国家核鑑識技術センター
（NTNF）を設置し、核鑑識に関する調整、評価等を実施している。
主要な研究機関は、ローレンスリバモア、パシフィックノースウエ
スト、ロスアラモス、オークリッジといった国立研究所。

2010年2月に核鑑識法が成立し、核鑑識への取り組みの強化が
行われているほか、人材育成、国際協力の促進も含まれている。

37
GAO-09-527R Nuclear Forensics



EUの取り組み

EUは、核テロ対策の強化を目的とした核セキュリティトレーニン
グセンターを立ち上げており、2011年に運用を開始し、2012年に
フル運用する予定。
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核物質管理学会（INMM）
における発表
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INMM年次大会における発表

テキサスA&M大学からは、同
大学の核鑑識に関する修士認
定プログラムについて紹介があ
り、すでに、多くの学生が核鑑識
に関するコースを受講していると
の説明があった。
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7/11～15、ボルチモアで開催されたINMM年次大会において、
核鑑識に関して、「新技術」、「現在の取り組みと将来の方向性」、
「概念と政策」の3つのセッションで、20件の発表があった。
発表は、IAEA及びロシアから各1件の他は、全て米国からの
発表であった。発表の多くは、核鑑識に応用可能な分析技術等
に関する内容で、必ずしも、核鑑識のニーズに基づくものではな
かった。また、多くの発表は、DOE/NNSA（NTNF）の資金提供
に対する謝辞が含まれていた。


